
                               令和３年４月２２日 

 保護者の皆様 

                             川南町立国光原中学校  

                             校 長  小野 智充 

                                    

    新型コロナウイルス感染症に関する対応について（お願い） 

 

  陽春の候 保護者の皆様におかれましてはますます御健勝のこととお喜び申し上げ

ます。日頃より本校の教育活動に対しまして御理解と御協力をいただき、心より感謝

申し上げます。 

  さて、新型コロナウイルス感染症の県内及び全国的な感染状況を受けて、今後の対

応を下記のとおりとさせていただきます。生徒の安全を最優先に考えた措置であるこ

とを御理解いただき、御協力をお願いいたします。 

なお、登校について判断に迷われた場合には、必ず登校前に学校に御連絡ください。

【国光原中学校ＴＥＬ ０９８３－２７－００４６】 

記 

段階 感染の状況 対応について 

 

 １ 

生徒本人・同居家族がＰＣ

Ｒ検査をうける（た）場合 

検査結果が判明するまでの期間を「出席停止」とし、

その後の登校については関係機関・医師等の指示に

従う。 

 

 ２ 

生徒の同居家族が、濃厚接

触者と認定された場合 

※認定するのは保健所 

濃厚接触者と認定された日から検査結果が出るまで

の期間を「出席停止」とし、その後の登校について

は、関係機関・医師等の指示に従う。 

 

 ３ 

生徒本人が濃厚接触者と認

定された場合 

濃厚接触者と認定された日から検査結果が出るまで

の期間を「出席停止」とし、「陰性」の場合の登校に

ついては、関係機関・医師等の指示に従う。 

陽性が判明した場合は、医療機関で治療を行う。 

 

 

 

 ４ 

生徒本人が感染者となった

場合 

「出席停止」とし治療を行う。登校については関係

機関・医師等の指示に従う。 

学校は、第一段階として、濃厚接触者が特定される

までの期間を臨時休業とする。（３日間程度）その後

の期間延長や休業範囲（学級・学年・全校等）につ

いては、感染者及び濃厚接触者（疑いも含む）の状

況に応じて関係機関と協議の上決定する。 

 ※「陽性」の判明時点における感染者の動向（出 

欠状況）によっては、臨時休業の措置をとらな

い場合もある。 

                     （川南町教育委員会作成資料参考） 

※ 生徒の同居者が濃厚接触者と判断される疑いが出てきた場合なども、学校に御相談

ください。 


